
                                                   

            

令 和 ５ 年 ６ 月 ６ 日   

環境生活部温暖化対策推進課   

０４３－２２３－４５６２   

「業務用設備等脱炭素化促進事業」の実施について 

県では、中小企業者等の脱炭素化へ向けた取組を支援するため、中小企業者等が行う 

省エネルギー診断の受診や当該診断等を踏まえた脱炭素に資する設備導入等について、 

経費の一部を補助する「業務用設備等脱炭素化促進事業」を実施します。 
 

１ 補助対象者 

県内で事業を行う中小企業者等(中小企業・個人事業者・ＮＰＯ法人・組合 等) 

※交付申請日までに「CO2CO2（コツコツ）スマート宣言事業所登録制度」に登録申請

していること 

２ 補助対象事業・補助上限額等 

（１）補助対象事業 

県内の事務所又は事業所において実施する事業で以下を満たす事業が対象 

①「省エネ診断」又は「簡易自己診断」の結果に基づく設備導入等であること 

②事業実施により削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量が年間３トン以上で

あること 

③現に、補助事業に着手していないこと 

  ※省エネ診断受診費のみの申請も可能です。 

※省エネ診断は、県において令和５年６月１３日(火)から申込受付を開始します。  

 https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/shoeneshindan.html 

（２）補助上限額、補助率 

省エネ診断に基づく場合 １事業者当たり1,000万円、補助対象経費の1/2以内 

簡易自己診断に基づく場合 １事業者当たり500万円、補助対象経費の1/4以内 

【主な対象設備等】 

対象事業 設備等例 

蓄電池の設置 蓄電池 

省エネルギーの促進 LED照明器具、高効率空調設備 

再生可能エネルギーの利用促進 太陽熱利用システム、風力発電設備 

その他 省エネ診断により提案のあった設備更新 

省エネ診断受診費 

 ※太陽光発電設備を除く 
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３ 交付申請受付期間 

省エネ診断に基づく場合  令和５年 ６月２２日(木)～令和５年１２月１５日(金) 

簡易自己診断に基づく場合 令和５年１０月 ２日(月)～令和５年１２月１５日(金) 

省エネ診断受診費のみ   令和５年 ６月２２日(木)～令和６年 １月３１日(水) 

※予算上限（５億円）に達する見込みになった場合、予定より早期に終了することが

あります。 

 

４ 申請方法等 

申請方法等の詳細は以下の県ホームページに掲載しています。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/r5jigyousyahojo.html 

 

５ 問合せ先 

業務用設備等脱炭素化促進事業補助金事務局 

   委託先：株式会社ちばぎん総合研究所、エヌエス環境株式会社 

電 話：０５０－１７５０－３４０５ 

※受付時間 ９：００～１７：００（土日祝日を除く） 

   メール：chiba-hojo@ns-kankyo.co.jp 

 


